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公務員宿舎は共同住宅の形態を取っているため、居住者の皆さんが快適に過ご
すためには、居住者自身による秩序の維持やモラルが求められます。
そのため、居住者の皆さんは善良な管理者の注意を持って、お互いが快適な環

境で生活できるよう心掛けてください。
大湊地区の宿舎の管理責任者は、大湊基地業務隊司令であり、宿舎の管理運営

については、大湊基地業務隊厚生科厚生係宿舎担当（以下「宿舎担当」と言いま
す。）が担当しておりますので、宿舎に関するお問い合わせは下記までご連絡く
ださい。
なお、大湊地区の宿舎では緊急参集要員の入居が優先されるため、それ以外の

隊員については入居できたとしても希望どおりの宿舎を提示することができない
可能性が高いことを予めご了承ください。

はじめに

3

大湊基地業務隊厚生科厚生係宿舎担当 0175-24-1111 内線 2589

大湊基地業務隊厚生科厚生係長 0175-24-1111 内線 2775

また、最新の情報はMSIIオープン系の大湊基地業務隊厚生科のページもご確認
いただきますよう、お願いします。



居住者（同居者を含む。）は次の事項を遵守し、貸与宿舎を常に良好な状態に
保つよう、維持管理に努めなければなりません。
居住者は、ごみの処理、共用場所を含む宿舎内の環境整備、騒音の防止、宿舎

内での自動車等の安全通行、火災の予防等といった一般的な注意事項についても、
自衛隊員として恥ずかしくない行動をお願いします。

１ 入居期限を守る義務
宿舎貸与承認書に記載された指定入居日から10日以内に入居しなければなり

ません。正当な理由がなく期限までに入居しない者については、貸与の承認を
取り消されることがあります。

２ 宿舎使用上の義務
宿舎の管理運営に関し、管理責任者の指示に従う必要があります。
また、同居者や自動車等に変更があった場合、管理責任者に変更届を提出す

る必要があります。

居住者の遵守事項
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３ 軽微な損傷等の修繕義務
原則として、通常の居住方法で発生した損傷・汚損（経年変化、通常損耗に

よるもの、地震等の不可抗力によるもの、雨漏りによるもの等）の修繕費用は
国の負担となります。
しかしながら、次のような場合には入居者の負担で修繕していただくことに

なります。
◼ 居住者の故意又は重過失による滅失、損傷、汚損等
◼ 通常の居住方法で発生した損傷・汚損（経年劣化を含む）であっても、その

程度が軽微な場合

※ 宿舎の修繕が必要な場合において、その区分が不明な場合は宿舎担当までご
相談ください。
大湊地区の主な修繕業者の連絡先は、後述のページをご確認ください。

４ 明渡しの期限を守る義務
隊員でなくなった、大湊地区以外の部隊に異動になった等、宿舎に居住する

資格を失ったときには、20日以内に宿舎を明け渡さなければなりません。
ただし、相当の理由が有る場合には、管理責任者の承認を受けて、無料宿舎

にあっては２カ月（使用料は有料となります。）、有料宿舎にあっては原則と
して３カ月（最大で６カ月）の範囲において、使用することができる場合があ
りますので、宿舎担当までご相談ください。
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入居後の手続

１ 電気・ガス・水道・電話等の契約
居住者が直接関係会社と契約手続きを行ってください。
なお、手続きを行わなくても利用できる場合がありますが、無料で利用でき

るわけではなく、後日居住者に対して契約手続き及び利用料の支払い請求がさ
れますので、確実に契約手続きを行ってください。
また、電気の契約については、東北電力株式会社以外の電力会社と契約して

も問題ありませんが、契約に伴う不具合等が生じても国は一切責任を負いませ
ん。
なお、利用料の支払いについては、口座引き落としやクレジットカード払い

等を推奨します。コンビニ払い等を指定し、長期出港や入校等のため支払いが
できなかった場合でも、宿舎担当では一切責任は負わず、居住者自身で関係会
社と調整を行い、解決していただきます。

２ 書類の提出
宿舎担当に速やかに次の書類を提出して下さい。

① 「宿舎入居届」
② 「宿舎貸与申請書」（事前に提出していない場合のみ。）
③ 「宿舎（自動車の保管場所）貸与申請書」
④ 「宿舎（入居・退去）点検表」点検自体は居住者の自己申告です。
⑤ 「公務員宿舎の原状回復義務に関する承継措置の届出」（該当者のみ）
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部屋を使用するうえで、特に次の点にご注意してください。

１ 排水口の清掃
台所及び浴室の排水口は日ごろから清掃を実施するとともに、大きなごみ等

を流さないようにしてください。
特に共用排水管が詰まらせた場合、排水が逆流し、他の居住者にも大きな損

害を発生させる恐れがあります。

２ 換気及び結露の拭き取り
定期的な窓及び襖の開放、換気を心掛けてください。
鉄筋コンクリートの建物は自然換気が行われにくく、かびや結露により壁、

畳、押入れ内部の汚れや腐食の原因となるため、こまめな清掃、拭き取り等を
実施してください。
特に押入れには直接布団類等を置かず、簀の子を使用したり、詰め込みすぎ

ない等の予防措置をお願いします。

３ タイヤ等の保管場所
避難経路確保のため、ベランダの防火壁、避難はしごの上、玄関、階段の踊

場等には、タイヤや大きな荷物等を置かないようにしてください（消防署から
の指示）。

部屋の管理
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４ 積雪時の除雪作業
日常の生活や災害時の避難道路確保のため、入居者で協力し、除雪作業を実

施するよう心掛けてください。

５ 水道等の凍結防止
冬季は寒さで水道等が凍結することがありますので、天気予報等の水道凍結

予報を参考に、水抜き等の凍結防止対策を行ってください。
特に下記のような場合には十分な対策をしてください。
◼ 真冬日（1日中外気温度が氷点下の日）が続いている場合
◼ 冬季に休暇や出張等で宿舎を留守にする場合
なお、冬季は水道管凍結防止ヒーターは、日中でも電源を落とさないように

してください。

※凍結により水道管が破損した場合、居住者負担で修理していただくこととなり
ますので十分注意してください。
また、過去には凍結に伴う水道管の破裂により階下への漏水が発生し、他の居

住者の家財の賠償として数百万円の負担を余儀なくされた事例もありますので、
万が一に備え、火災共済や団体障害保険（総合賠償型）等の各種保険等への加入
をお勧めします。
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宿舎から退去することが決まった場合、速やかに宿舎担当にご連絡ください。
実際に退去するまでの主な流れは次のとおりです。

■ 退去日の1週間前まで
事前点検：宿舎担当の立ち合いで実施します。その際に汚損・破損部分等の

居住者負担で修繕を実施する箇所を指摘する場合があります。

■ 退去当日まで
汚損・破損部分等の居住者負担で実施する修繕する箇所の補修
荷物の搬出
ハウスクリーニングの手配：退去点検時にあわせて確認（見積）してもらう

ように調整をお願いします。大湊地区の主な清掃業者への連絡先は後述のペー
ジをご確認ください。

なお、「入居期間が短いから」、「個人で清掃したから」等の理由により、
ハウスクリーニングを実施しないことは認められません。
電気・ガス・水道・電話等の解約及び料金の精算：居住者が直接関係会社と

手続きしてください。なお、ハウスクリーニングの際に電気、水道等を利用す
る場合がありますので、清掃業者に確認したうえで解約日の手続きしてくださ
い。

退去時の手続
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■ 退去当日（退去当日以降）
退去点検：宿舎担当の立ち合いで実施します。
「宿舎退去届・自動車の保管場所使用廃止届」、「宿舎（入居・退去）点検

表」等を宿舎担当に提出するとともに、鍵を返却してください。

上記の流れはあくまで目安のため、宿舎担当と調整したうえで変更することも
可能ですが、入・退去者が多い時期には、ご希望の日時で対応することができな
い場合があることをご了承ください。
また、期日までに宿舎を明け渡すことが困難な場合には、明け渡しを延期する

（明け渡し日まで引き続き利用する。）ことができる場合がありますので、宿舎
担当までご相談ください。

【重要】宿舎への不要物等の放置の禁止
宿舎（敷地内を含む。）にタイヤや不要物等の放置をしないでください。
不要物等の放置が発覚した場合は、処理費用を請求するとともに、部隊等

に報告を行ないます。
知人等に不要物等を引き渡す場合は、居住者の責任において退去までに引

き渡しを完了させておいてください。
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宿舎に伴う各種手続を行う場合は、速やかに宿舎担当までご連絡ください。
特に、世帯・単身の変更による居住区分の変更や駐車場の使用に伴う変更が生

じても、宿舎料は自動では変更されないため、後日差額の支払い又は調整を実施
する必要が生じ、会計担当者にも迷惑をかけることとなります。

１ 提出書類の取得
宿舎担当から受け取るか、MSIIオープン系の大湊基地業務隊厚生科のページ

からダウンロードしてください。
なお、MSIIオープン系が利用できない場合は宿舎担当から提出書類等を郵送

することもできます。

２ 提出書類の作成、提出
必要事項を記入後、直接持参、郵送、FAX又はMSIIオープン系メールにより、

宿舎担当（メールの場合は、大湊基地業務隊厚生科厚生係長宛）まで提出して
ください。

主な手続きに必要な書類等は以下のとおりです。

その他の主な手続き
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◼ 宿舎の駐車場を利用したい
「宿舎（自動車の保管場所）貸与申請書」を提出してください。

◼ 宿舎の駐車場の利用を止めたい
「宿舎退去届・自動車の保管場所使用廃止届」を提出してください。

◼ 入居者の氏名、所属部隊、役職・階級、連絡先や同居者の氏名、入退去状況、
職業（勤務先）、連絡先や駐車場を使用している自動車の車種、自動車登録番
号等を変更した
「居住者（変更）届」を提出してください。

◼ 長期間の不在を予定している
「宿舎長期不在届」を提出してください。
なお、不在時に宿舎の維持管理のため、やむを得ない場合には、宿舎担当や工

事業者等が居室内に立ち入る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◼ 車を購入する際の保管場所証明（車庫証明）が必要
必要事項を記入した「保管場所使用承諾証明書」を提出してください。
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◼ 修繕が必要な個所を発見した
宿舎に修繕が必要な個所を発見したときには、まずは宿舎担当に連絡してくだ

さい。
宿舎担当が状況を確認し、国が費用を負担する修繕範囲に該当する場合は「宿

舎修理申請書」を提出していただきます。
なお、宿舎は国有財産であり、国の通常の契約と同様の手続きが必要になるた

め、早期の修繕に努めておりますが、修繕されるまでに時間がかかる場合もあり
ます。
なお、居住者独自で業者に修繕を依頼した場合には、国の負担となる修繕範囲

であっても、居住者の負担となりますのでご注意ください。

◼ 仮設工作物（電話、インターネット回線、エアコン等）を設置したい
「仮設工作物設置申請書」、「私設電話設置申請書」を提出してください。
なお、居住者は宿舎の退去までに原状を回復し、修繕を実施する義務を負って

いますが、これは損傷等により損なわれた宿舎の設備等の機能回復を目的としてい
るため、国が設置したものと同等、又はそれ以上の品質、等級の物品や設備を設置
したことによって、宿舎の資産価値が著しく向上するような場合にはその設備を撤
去し、改めて従来と同等のものに回復させる必要はありません。
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宿舎の管理運営を円滑にするため、各宿舎ごとに居住者で組織する自治会の設
置をお願いしています。
居住者は自治会の活動に協力するとともに、自治会の役員に選任された場合に

は、積極的な自治会活動への参加をお願いします。
なお、自治会の役員を交代した場合は、速やかに宿舎担当に連絡をお願いしま

す。

自治会について
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※課業時間（平日の08:00～16:45）外は対応できません。
宿舎の緊急の修繕は修理業者に直接連絡することをご検討ください。

連絡先
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大湊基地業務隊厚生科厚生係宿舎担当 0175-24-1111 内線 2589

大湊基地業務隊厚生科厚生係長 0175-24-1111 内線 2775



電気・水道・ガス及び修繕業者
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項目 会社名等 電話番号

＊転入届 むつ市役所 0175-22-1111

転居届 最寄りの郵便局にお問い合わせください

電話 NTT東日本

116（NTT東日本の固定電話の
場合）

0120-116-000（その他の場合）

＊電気 東北電力株式会社 0120-066-774

電気系修理 株式会社 新盛電業 0175-34-1441

＊水道
むつ市水道お客さまセンター 0175-31-1132

水道の利用開始・中止はむつ市役所でも可能です

＊ガス
ENEOSグローブエナジー株式会社
（大近川宿舎第１号棟以外）

0175-22-8320（むつ支店）

入・退去時上記＊の項目については、連絡を忘れないで下さい。
※記載されている業者は一例です。記載されている業者の利用を指定するわけで
はありません。
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項目 会社名等 電話番号

＊ガス
株式会社 福原石油店
（大近川宿舎第1号棟）

0175-29-2911

清掃業者

ライフサポートケンセイ 090‐7665‐4268

川上ハウスサービス 0175-22-7662

東洋建物管理株式会社 0175-23-4884（むつ営業所）

株式会社 トラストイン 0175-28-3434

公益社団法人 むつ市シルバー人材セン
ター

0175-23-5884

大信産業有限会社 0175-34-6083

フオース4ｓ 090-2029-4011

畳 木立たたみ店
0175-24-4513
090-2608-4911

襖
村松内装

0175-22-8699
090-3644-2395

株式会社 トラストイン 0175-28-3434
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項目 会社名等 電話番号

襖
公益社団法人 むつ市シルバー人材セン
ター

0175-23-5884

クロス

株式会社 トラストイン 0175-28-3434

公益社団法人 むつ市シルバー人材セン
ター

0175-23-5884

塗装
有限会社 千葉塗装

0175-24-1445
090-8250-3474

株式会社 樫田塗装 0175-29-1094

ガラス
株式会社 中浜サッシセンター 0175-22-7789

株式会社 中里ガラス工業 0175-22-4255

水周り

協同組合 むつ管工事協会 0175-23-0233

有限会社 昭和管工 0175-24-1728

有限会社 昭和水道
（協会経由で依頼する）

0175-24-3162

配水管詰ま
り

下北環境保全株式会社 0175-22-1834

谷川環境衛生開発株式会社 0120-12-2659
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項目 会社名等 電話番号

配水管詰ま
り

谷川設備工業株式会社 0175-22-2659

大山設備 0175-24-4200

田中設備工業株式会社 0175-22-3155
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